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○京都府森林水源地域の保全等に関する条例 

平成30年３月30日 

京都府条例第22号 

京都府森林水源地域の保全等に関する条例をここに公布する。 

京都府森林水源地域の保全等に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 重点森林水源保全地区（第９条） 

第３章 取水の許可等（第10条―第16条） 

第４章 権利移転等の契約の事前届出等（第17条―第20条） 

第５章 京都府森林水源地域保全審議会（第21条） 

第６章 雑則（第22条・第23条） 

第７章 罰則等（第24条―第27条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、水が府民の生活のみならず、京都の伝統的な文化及び産業を支える府

民共通の貴重な財産であることに鑑み、森林水源地域の保全に関し、基本理念を定め、府、

取水する事業者、土地所有者等及び府民の責務を明らかにするとともに、森林水源地域に

おける土地の利用及び取水の適正な実施について必要な事項を定めることにより、森林水

源地域の有する水源の涵
かん

養の機能（以下「水源涵
かん

養機能」という。）の維持を図り、もっ

て豊かな水資源を将来にわたって確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 森林水源地域 森林法（昭和26年法律第249号）第２条第１項に規定する森林の存す

る地域及び水源の涵
かん

養の観点から当該地域と密接に関連する地域をいう。 

(2) 土地所有者等 森林水源地域内の土地に関する所有権又は地上権その他の規則で定

める使用及び収益を目的とする権利（以下「土地に関する権利」という。）を有する者

をいう。 

(3) 重点森林水源保全地区 森林水源地域のうち、その有する水源涵
かん

養機能を考慮して
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土地の利用又は取水について特に適正な実施を図るべき区域として第９条第１項又は

第２項の規定により知事が指定した区域をいう。 

（基本理念） 

第３条 森林水源地域の保全は、森林水源地域の有する水源涵
かん

養機能が府民の生活のみなら

ず、京都の伝統的な文化及び産業を支える豊かな水資源の確保に欠かすことができないも

のであるという基本的認識の下で、府民が将来にわたって豊かな水の恵みを享受し、安心

して豊かな生活を営むとともに、伝統的な文化及び産業を継承することができるよう、当

該地域の自然環境等に配慮しつつ、当該地域の特性に応じて推進されなければならない。 

２ 森林水源地域の保全は、府、事業者、土地所有者等、府民、市町村及び国の適切な役割

分担と協働の下、それらの積極的な取組により推進されなければならない。 

（府の責務） 

第４条 府は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、森林水源

地域の保全に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村及び国と連携して取

り組むものとする。 

（森林水源地域において取水する事業者の責務） 

第５条 森林水源地域において取水する事業者は、基本理念にのっとり、森林水源地域の有

する水源涵
かん

養機能の維持に配慮して取水し、又は土地を利用するよう努めるとともに、自

ら率先して森林水源地域の保全に努めなければならない。 

２ 森林水源地域において取水する事業者は、府が実施する森林水源地域の保全に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

（土地所有者等の責務） 

第６条 土地所有者等は、基本理念にのっとり、その所有し、占有し、又は管理する土地の

利用に当たっては、その土地の有する水源涵
かん

養機能の維持に留意するよう努めるとともに、

府が実施する森林水源地域の保全に関する施策に協力しなければならない。 

（府民の責務） 

第７条 府民は、基本理念にのっとり、森林水源地域の保全に関する理解を深め、森林水源

地域の保全に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、府が実施する森林水源地域の保

全に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（情報の提供等） 

第８条 府は、事業者、土地所有者等及び府民が森林水源地域の保全に関する理解を深め、
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森林水源地域の保全のための活動に自主的に取り組むことができるよう、情報の提供、啓

発等の必要な施策を講じるものとする。 

第２章 重点森林水源保全地区 

（重点森林水源保全地区の指定等） 

第９条 知事は、森林水源地域のうち、水源涵
かん

養機能を考慮して土地の利用又は取水につい

て特に適正な実施を図る必要があると認める区域を、その区域を所管する全ての市町村長

の提案を受けて、重点森林水源保全地区として指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定によるほか、特に必要があると認めるときは、重点森林水源保全地

区を、あらかじめ、当該重点森林水源保全地区を所管する全ての市町村長の同意を得て指

定することができる。 

３ 知事は、重点森林水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、京都府森林水

源地域保全審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、重点森林水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定める

ところにより、その旨及びその区域を公告し、当該重点森林水源保全地区の指定の案を当

該公告の日から起算して１月間縦覧に供するものとする。 

５ 重点森林水源保全地区の指定の案に意見がある者は、前項の縦覧期間満了の日までに、

知事に理由を付した意見書を提出することができる。 

６ 知事は、前項の規定により重点森林水源保全地区の指定の案に異議がある旨の意見書の

提出があったときその他重点森林水源保全地区の指定に関し広く意見を聴く必要がある

と認めるときは、公聴会を開催するものとする。 

７ 知事は、重点森林水源保全地区を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨

及びその区域を告示するとともに、当該重点森林水源保全地区を所管する全ての市町村長

に通知するものとする。 

８ 前各項の規定は、重点森林水源保全地区の指定の変更及び解除について準用する。 

第３章 取水の許可等 

（取水の許可） 

第10条 重点森林水源保全地区において揚水機等の取水するための設備（以下「取水設備」

という。）であって吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の合計。以

下同じ。）が19平方センチメートルを超えるものにより取水する方法その他規則で定める

方法で取水しようとする者（以下「取水予定者」という。）は、知事の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる取水については、この限りでない。 
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(1) 田畑等のかんがいの用に供するための取水 

(2) 生活の用に供するための取水 

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う取水 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める取水 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申請書を知事に提出しなければならない。 

(1) 取水予定者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地） 

(2) 取水設備の設置の場所 

(3) 取水設備のストレーナーの位置 

(4) 取水設備の吐出口の断面積及び原動機の出力 

(5) 取水する量 

(6) 取水の目的 

(7) 取水の期間 

(8) 取水する地点の周辺地域における取水の状況 

(9) 森林水源地域の有する水源涵
かん

養機能の向上若しくは維持のための活動又はその支援

の実績又は予定 

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 前項の申請書には、取水設備の設置の場所を示す図面を添付しなければならない。 

４ 知事は、第２項の規定により申請のあった取水について、取水する地点の周辺地域の生

活環境等に著しい影響を与えることが明らかであるときは、第１項の許可をしてはならな

い。 

５ 知事は、第１項の許可をしようとするときは、京都府森林水源地域保全審議会の意見を

聴くものとする。 

６ 前条第１項又は第２項（これらの規定を同条第８項において準用する場合を含む。）の

規定による指定により新たに重点森林水源保全地区とされた区域において、当該指定の際

現に第１項の許可を要する取水をしている者は、当該指定の日から30日間は、同項の規定

にかかわらず、引き続き当該取水をすることができる。 

７ 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、規則で定めるところにより、第２項各

号に掲げる事項を知事に届け出たときは、第１項の許可を受けたものとみなす。 

８ 第３項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
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（変更の許可等） 

第11条 前条第１項の許可を受けた者は、同条第２項第２号から第７号までに掲げる事項を

変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならな

い。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第４項及び第５項の規定は、前項の許可について準用する。 

３ 前条第１項の許可を受けた者は、同条第２項第１号、第９号若しくは第10号に掲げる事

項の変更又は第１項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、

規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、あらかじ

め届け出ることができないやむを得ない事情がある場合には、当該変更後、遅滞なく、知

事に届け出なければならない。 

（廃止等の届出） 

第12条 第10条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る取水を廃止し、若しくは休止し、

又は休止した当該許可に係る取水を再開したときは、遅滞なく、規則で定めるところによ

り、その旨を知事に届け出なければならない。 

（許可に基づく地位の承継） 

第13条 第10条第１項の許可を受けた者について相続、合併又は分割（当該許可に係る取水

の権原を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相続人が２人以上ある場合

において、その全員の同意により当該取水の権原を承継すべき相続人を選定したときは、

その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該取

水の権原を承継した法人は、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により第10条第１項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定める

ところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 

（勧告） 

第14条 知事は、重点森林水源保全地区における取水が、当該取水をする地点の周辺地域の

生活環境等に著しい影響を与え、又は与えるおそれがあると認めるときは、当該取水をし

ている者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。この場合

において、知事は、京都府森林水源地域保全審議会の意見を聴くものとする。 

（取水の中止等の措置命令） 

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、取水の中止その他の必要な措置

をとるべきことを命じることができる。 

(1) 第10条第１項又は第11条第１項の許可を受けずに取水している者 
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(2) 偽りその他不正の手段により第10条第１項又は第11条第１項の許可を受けた者 

(3) 正当な理由なく、前条の規定による勧告に従わない者 

（許可の取消し） 

第16条 知事は、第10条第１項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該許可を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により第10条第１項又は第11条第１項の許可を受けたとき。 

(2) 第10条第１項又は第11条第１項の許可に付された条件に違反したとき。 

(3) 前条の規定による命令に従わないとき。 

第４章 権利移転等の契約の事前届出等 

（重点森林水源保全地区内の土地の権利移転等の契約の事前届出） 

第17条 重点森林水源保全地区内の土地について、土地に関する権利又はその取得を目的と

する権利の移転又は設定（規則で定めるものに限る。以下「権利移転等」という。）をす

る契約を締結しようとする土地所有者等は、その契約を締結しようとする日の30日前まで

に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 

(1) 権利移転等の契約の当事者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地） 

(2) 権利移転等の契約を締結しようとする日 

(3) 権利移転等の契約に係る土地の所在及び面積 

(4) 権利移転等に係る権利の種別及び内容 

(5) 権利移転等の後における当該権利移転等に係る土地の利用目的 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定は、権利移転等の契約の当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である

場合その他規則で定める場合には、適用しない。 

３ 第９条第１項又は第２項（これらの規定を同条第８項において準用する場合を含む。）

の規定による指定の日から起算して30日を経過する日までの間に当該指定に係る重点森

林水源保全地区（重点森林水源保全地区の区域の変更の場合にあっては、当該変更により

新たに重点森林水源保全地区となった区域に限る。）内の土地について権利移転等の契約

を締結しようとする場合における第１項の規定の適用については、同項中「その契約を締

結しようとする日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。 

（変更の届出） 

第18条 前条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る権利移転等の契約を締結
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する日までの間において同項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるとこ

ろにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（市町村長への通知等） 

第19条 知事は、第17条第１項又は前条の規定による届出（以下「契約等届出」という。）

があったときは、その内容を当該契約等届出に係る土地の所在地を所管する市町村長に通

知するものとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、契約等届出に係る土地の利用について、関係市町

村長に意見を求めることができる。 

（助言） 

第20条 知事は、契約等届出があったときは、当該契約等届出をした土地所有者等（以下「届

出者」という。）に対し、当該契約等届出に係る土地の利用について、当該土地及びその

周辺の森林水源地域内の土地の有する水源涵
かん

養機能の維持を図るために必要な助言を行

うことができる。 

２ 届出者は、前項の助言を受けたときは、契約等届出に係る土地について権利移転等を受

けようとする者に当該助言の内容を伝達するものとする。 

３ 知事は、必要があると認めるときは、契約等届出に係る土地について権利移転等を受け

ようとする者に対し、直接に、第１項の助言を行うことができる。 

第５章 京都府森林水源地域保全審議会 

（京都府森林水源地域保全審議会） 

第21条 この条例の規定に基づく知事の諮問のほか、森林水源地域の保全に関する重要事項

の調査審議を行わせるため、京都府森林水源地域保全審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、森林水源地域の保全に関する事項につい

て、知事に建議することができる。 

３ 審議会は、委員10人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第６章 雑則 

（報告の徴収及び立入検査） 

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、重点森林水源保全地区において取
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水しようとし、若しくは取水している者若しくは重点森林水源保全地区内の土地について

権利移転等の契約を締結しようとし、若しくは締結した者（以下「取水者等」という。）

に対し、必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該取水者等が所有し、占有

し、若しくは管理する重点森林水源保全地区内の土地若しくは当該取水者等の事務所若し

くは事業場に立ち入り、取水若しくは土地の利用の状況若しくは帳簿、書類その他の物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（規則への委任） 

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第７章 罰則等 

（罰則） 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処

する。 

(1) 第10条第１項又は第11条第１項の許可を受けずに取水した者 

(2) 第15条の規定による命令に違反した者 

（令６条例84・一部改正） 

第25条 第22条第１項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の

陳述をした者は、30万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第26条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条に

おいて同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

（過料） 

第27条 第17条第１項（同条第３項において読み替えて適用する場合を含む。）又は第18

条の規定による届出を正当な理由なくせず、又は虚偽の届出をした者は、５万円以下の過

料に処する。 
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附 則 

この条例は、平成30年９月１日から施行する。ただし、第１条から第８条まで及び第23

条の規定は、公布の日から施行する。 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理及び経過措置に関する条

例（令和６条例84）抄 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第８条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によること

とされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法

律（令和４年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正

前の刑法（明治40年法律第45号）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期

のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、そ

の刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

（経過措置の規則への委任） 

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、

規則で定める。 

附 則（令和６年条例第84号） 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施

行する。 

―――――――――― 

附 則（令和７年条例第15号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年５月26日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、

附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 


